
知っていますか あなたのまちのあなたのまちの
民生委員・児童委員民生委員・児童委員

問い合わせ　社会福祉グループ（☎85１９１１）

民生委員・児童委員とは

民生委員・児童委員の
活動に関する
よくある質問

　高齢者、障がいのある方、ひとり親家庭、生活
困窮家庭など、生活のことで悩みを持っている方
の気軽な相談相手です。
　必要な場合は、市役所や関係機関とのパイプ役
になります。

相談する内容は秘密にしてもらえますか。

民生委員には守秘義務が課せられていますの
で、個別の相談など活動を通じて知り得た個
人情報は守られます。また、守秘義務は民生
委員退任後にも及びます。

報酬はありますか。

給与や報酬などの支給はなく、ボランティア
として活動しています。ただし、活動に必要
な交通費や電話料金などの一部が『活動費』
として支給されます。

今まで地域と関わりのなかった私でもできますか。

もちろんできます。地域との関わりは誰もが初め
から持っているものではありません。活動を通し
て、地域との関わりが広がっていきます。

仕事と並行してできますか。

活動日数が定められているわけではないので、都
合のつく範囲で、無理のない活動が可能です。実
際に仕事をしながら活動している方もいます。

どうしたらなることができますか。
なにか資格は必要ですか。

厚生労働大臣からの委嘱を受ける必要があります
が、特別な資格は必要ありません。
活動への熱意がある方が求められています。

こんなときは民生委員・児童委員へ相談を
・高齢者の一人暮らしに不安を感じたら
・子育てに悩んだら
・虐待かな？と感じたら
・いろいろな事情で生活に困ったら　など

あなたの人生経験を生かして
民生委員・児童委員の活動をしませんか
　次の地区では民生委員・児童委員が不足してい
ます。
　少子高齢化など、社会状況の変化に伴い、相談
内容も多様化している中、地域を支える担い手が
求められています。
【不足している地区】
登別本町２丁目の一部、常盤町２丁目、常盤町５・
６丁目、富士町１丁目、富士町２丁目の一部、柏
木町２～４丁目の一部、栄町１・２丁目の一部、
鷲別町６丁目の一部、若草町１・２丁目の一部、
若草町５丁目の一部、上鷲別町の一部、美園町５
丁目の一部、桜木町４丁目の一部（桜木団地）
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妊娠、育児にかかる費用助成やサポートをご利用ください
問い合わせ　
健康推進グループ
（☎�０１００）

○特定不妊治療（先進医療）等助成事業
対象　次の①～⑤全てに該当する方
①�申請日に市内に夫婦のいずれかが住民登録している
方
②�特定不妊治療以外の治療によっては妊娠の見込みが
ない、または極めて少ないと医師に診断されている方
③�治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である
こと
④�申請日において、市税などの滞納がないこと
⑤�助成対象となる治療について、ほかの自治体で助成
を受けていないこと

助成内容　
治�療費　医療保険適用の不妊治療と併用して実施した
先進医療の自己負担額の７割（35，000円を上限）を
助成
交�通費　１回の治療につき５回まで助成（自宅から医
療機関までの距離が片道25㌖を超える方を対象に、
距離区分に応じ、通院に要した交通費の
３分の２を助成。上限あり）
申請期間
　治療終了の日から60日以内

　市は、誰もが安心して産み・育てられる環境の充実を図るため、妊娠、育児にかかる費用を助成しています。
ぜひ、ご利用ください。
※詳しくは、市公式ウェブサイトをご覧ください。

○１カ月児健康診査の費用助成
対�象　４月１日以降に１カ月児健康診査を受診した乳児で、受診日に保護者とともに住民登録がある
生後27日以降生後６週以内の方
助�成上限額　4,000円
利�用方法　１カ月児健康診査受診票の裏面の問診票を記入し、受診する医療機関へ提出
○産後ケア事業
対�象　産後１年未満の産婦と乳児
サ�ービスの内容　産婦の体と心のケア、赤ちゃんのケア、授乳や育児のサポート
実�施区分　宿泊型、通所型、訪問型
利�用回数　７回
※�宿泊型は２回まで。１回のカウントは１泊２日。
利�用料　利用する実施区分の内容により、料金設定が異なりますので、市公式ウェブサイトにてご確認ください
※�市民税非課税世帯・生活保護世帯は無料。

　子宮頸がん、乳がんは女性のがんの中で増加傾向にあります。
　早期発見のために、定期的に検診を受けましょう。
日時　７月26日㈮８時30分～、12時30分～
場所　しんた21
申�し込み　５月31日㈮までに必要事項を記入し、申し込みフォームま
たはファクス、はがきで健康推進グループ（〒059-0016�片倉町６
丁目９－１、☎�０１００、 �０１１１）

必�要事項　希望する検診名、時間帯、氏名（ふりがな）、生年月日、
住所、電話番号、健康保険の種類、乳がん検診を希望する方のみ：
超音波検査希望の有無、託児を希望の方のみ：子どもの名前・年齢
※�登別市国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者、市民税非課税
世帯または生活保護世帯の方は無料（乳がん検診の超音波検査を除
く）です。なお、市民税非課税世帯または生活保護世帯の方は所定
の証明書が必要です。詳しくは問い合わせください。
※�午前のみ託児ができます（事前予約）。

◎子宮頸がん検診　
対象 偶数月生まれの20歳以上の女性
内容 子宮頸部細胞診
定員 午前75人、午後60人（申込順）
料金 1,700円
◎乳がん検診　
対象 偶数月生まれの40歳以上の女性

内容

マンモグラフィー検査
※�希望者のみ超音波検査を追加で
受けることができます（自己負
担額5,500円、定員18人を超え
た場合は抽選）。

定員 午前50人、午後40人（申込順）
料金 2,200円（50歳以上は1,900円）

◀�申し込み�
フォーム
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https://logoform.jp/form/szZL/531979
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